
台風、大雨等における教育活動の中止判断基準(令和６年度)

判断する時刻 警報発令等の状況 対応

平常授業・定期試験 午前５時００分

次の警報が、高知市に発令されている場合

・波浪を除く警報が２つ以上

・特別警報及び暴風警報は１つ

（ただし、JRの運行状況や近隣市町村の状況も

考慮して判断する）

・休校または登校時刻の変更

午前６時までに、ホームページの
緊急掲示板に掲載する

土曜・日曜・休日及び
長期休業中の補習や
教育活動や部活動

午前６時００分
次の警報が、高知市に発令されている場合

・波浪を除く警報が２つ以上
・特別警報及び暴風警報は１つ

休校（中止）
ホームページの緊急掲示板に

掲載する

高知県立高知小津高等学校


